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2.30 ５・６号機 中央制御室換気系 

2.30.1 系統の概要 

  中央制御室換気系（５・６号機共用）は，中央制御室へ一部外気を取り入れる再循環

方式により空気調節を行うが，事故時には，必要な運転操作を汚染の可能性がなく継続

することができるように他系統と分離されており，チャコールフィルタを通して再循環

できる構成である。 

 

［系統の現況］ 

中央制御室換気系の系統機能は，復旧済みである。 

５・６号機は原子炉から使用済燃料プールへの燃料移動を完了し，今後原子炉に燃料

を戻すことはない。 

５・６号機の使用済燃料は，震災後８年以上冷却されており，原子炉停止後から放射

能は減衰している。Ⅱ.2.11 添付資料－３－２「移送操作中の燃料集合体の落下」と同

様の燃料集合体落下事故を想定しても，運転員の放射線被ばくの影響は小さいことから

中央制御室換気系の機能を維持する必要はない。 

なお，中央制御室換気系は，中央制御室の環境維持のため，現在換気運転をしている。 

 

2.30.2 要求される機能 

なし。 

 

2.30.3 主要な機器 

(1)送風機 

送風機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

５号機：建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

(2)排風機 

排風機については，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

５号機：建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

(3)フィルタユニット 

フィルタユニットについては，以下の工事計画認可申請書により確認している。 

５号機：建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 

 

2.30.4 耐震性 

耐震性については，以下の工事計画認可申請書等により確認している。 

５号機：建設時第７回工事計画認可申請書(48公第5381号 昭和48年8月21日認可) 
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５号機：建設時第１６回工事計画軽微変更届出書(総官第1102号 昭和51年3月17日届

出) 

 

 


